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２．１ 「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」1に基づくチェック結果 
案件名：「平成26 年工業統計調査」 基幹統計調査 非公サ法案件・総合評価方式 

チェック項目 
遵守度 2

○△×
備考 

（1） 委託先の適切な選定 

  

ア 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）等の確認 ○ 
「役務の提供等」の A、又は B 等級（入札説明書） 
「評価項目一覧」の「0.1 応札者の要件」 

イ （保有が望ましい）資格・認証等 ○ 

応札資料作成要領の提案書雛形に以下の事例がある。 
「2.2 組織及び本業務十字予定者経験・能力」に「5000 対象程度
の統計データの処理実績」「ISO20252 の認証を受けている」
「経済統計を過去 5 年に 2 件以上」「2.5 セキュリテイ対策」に「P
マークやISMSの認証取得」の記載がある。なお、これらの認証
取得は総合評価の加点項目となっている。 

 （確認事項として）①実施体制 ○ 応札資料作成要領の提案書雛形及び評価項目一覧 

 （確認事項として）②知識・経験・能力 ○ 同上 

 （確認事項として）③セキュリテイ対策 ○ 
仕様書の「（9）セキュリテイ対策」及び応札資料作成要領の「2.5
セキュリテイ対策」 

 過去の実績は問わないが、総合評価は有ってよい ○ 総合評価である。 

ウ 「価格のみ」以外の選定方式（総合評価等） ○ 同上 

（2） 確保されるべき品質の目標（客観的かつ定量的な指標） 

  

ア 回収率 ○ 

仕様書「実施内容」「4.督促」に平成 27 年 3 月 20 日までの回収
率目標の記載あり。 
本社一括調査対象：回収率75％以上 
国直送調査対象：回収率70％以上 
震災対応調査対象：回収率65％以上 

 記入率 × 
仕様書の「実施内容」「4.督促」に「記入率を高める督促の工夫
があれば提案」との記載あるのみ。 

 非協力率（標本調査における非協力率（調査への非協力率を
理由とする代替件数の取集件数に対する割合）等） 

× 
ガイドラインでいうところの“客観的かつ定量的な指標について
の目標設定”はない。 

 内容・趣旨等の適切な説明 ○ 
HP上に過去の結果と資料掲載「別添3督促要領」にも工業統計
調査概要についての説明がある。 

イ （努力規定として）未達成の場合の措置 △ 
仕様書「4.督促」に「著しく目標の回収率を下回る場合には督促
方法を改善求めることがある」とあるのみ。 

(3) 適切な仕様書等の作成 

  

ア 共通事項 

① 調査依頼書等の作成方法 - 作成は国のため非該当 

② 督促業務の実施方法 ○ 仕様書「実施内容」「4.督促」及び「督促要領」（別添3） 

③ 報告者からの照会や質問への対応方法 ○ 
仕様書「実施内容」「2 問合せ・苦情対応」 
「督促要領」（別添3）」に応答要領例がある。 

④ 審査・確認業務の実施方法 ○ 
仕様書「実施内容」「2 問合せ・苦情対応」の「簡易審査」及び
「7.STATS による個票審査」「簡易審査要領」（別添 1）「照会要
領」（別添2） 

⑤ 業務の実施において確保されるべき統計の品質 ○ 
仕様書における回収率（量的基準）及び STATS によるエラー修
正（質的基準）が記載されている 

⑥ 報告者とトラブルが生じた場合の対処方法 ○ 
仕様書「実施内容」「2問合せ・苦情対応」に対応マニュアル貸与
及び過去の国・自治体へのエスカレーション実績件数の記載あり。

⑦ 秘密保持に関する取組方法 ○ 
経済産業省役務請負契約心得15 条（秘密の保持） 
「評価項目一覧」の「0.1 応札者の要件」 

⑧ 委託先が保有する調査の実施状況に関する情報やリスク情報
（非協力者の多い地域や施設等）を含む事業完了報告書の作
成及び提出方法 

○ 仕様書「実施内容」「11.業務報告書の作成」 

イ 調査員調査 

① 調査員数及び質の確保・管理方法 -  

② 調査員に対する調査方法等の説明、研修及び指導の実施方法 -  

③ 調査員の安全対策 -  

(4) 前回実施状況の開示 

 
ア 実施に要した人員(調査員、コールセンター要員)、使用施設・設

備等実施状況に関する情報 
△ 
 

仕様書「実施内容」「2 問合せ・苦情対応」の前年のコールセンタ
ー入電件数はある。「Ⅸ業務量算定にあたっての基数」に問合
せ・苦情対応業務率（4％見込）の記載があるが実績はない。 

 
1 このガイドラインは「改正 平成24年4月6日」付けのものである。また、このチェックリストはJMRA「ガイドライン推進小委員会」により、ガイドラ

インの「Ⅲ 報告者の信頼確保等の観点から講ずべき措置 ２ 統計調査の適正かつ確実な実施の確保」に即して作成したものである。 
2 「○、△、×」とコメントはJMRA「ガイドライン推進小委員会」調べ。 

 

(59)



 

 

チェック項目 
遵守度 2

○△×
備考 

(5) 各府省の管理 

  ア 民間事業者への報告要求と監査、管理指標の設定 

 

① 郵送調査・オンライン調査（電子メールを使用した方法を含む。）方式及び調査員調査方式による統計調査の共通事項としては、次の事項
を中心に確認する。 

ⅰ）調査票の誤送付等の状況 ○ 
発送は国。委託先は再送業務のみ。但し、仕様書「実施内容」
「2 問合せ・苦情対応」の「（3）調査票の受付・整理」に対応例あ
り。 

ⅱ）調査項目別の未記入及び不備の状況 ○ 
仕様書「実施内容」「2 問合せ・苦情対応」の「（3）調査票の受付・
整理」及び「（4）簡易審査」及び「「7.STATS による個票審査」。 

ⅲ）調査開始時から調査期限までの一定の時点における回収
状況 

○ 
仕様書「実施内容」「4.督促」に平成 27 年 3 月 20 日までの回収
率目標の記載あり。 

ⅳ）照会対応の状況及び効果（疑義再照会率等） ○ 
「Ⅸ業務量算定にあたっての基数」に疑義紹介発生率（簡易審
査：90％、STATSによる個票審査：55％ いずれも見込み）の記
載あり 

ⅴ）督促の実施状況及び効果（督促後回収率等） ○ 
「Ⅸ業務量算定にあたっての基数」に督促の業務率（電話：50％
見込み、文書：30％見込み）の記載あり 

ⅵ）収集したデータ（調査対象名簿、個別データ、集計データ
等）の管理状況 

○ 
仕様書「実施内容」「調査対象者名簿の整備」「8.調査票（紙・オ
ンライン）等の TIF 化及びマッピング CSV 作成」「9.セキュリテイ
対策」経済産業省役務請負契約心得17 条（資料の管理） 

② 調査員調査方式による統計調査については、上記①のほか、次の事項を中心に付加して確認する。 

ⅰ）調査員の確保及び受託事業者の業務管理体制 -  

ⅱ）調査員への指導状況 -  

ⅲ）報告者への訪問状況 -  

ⅳ）不在等の場合における再訪問の実施状況 -  

イ 委託先の調査票情報等の適切な管理及び宣伝・他の業務と同
時実施等の禁止の監査 

○ 
仕様書「実施内容」「9.セキュリテイ対策」及び「Ⅴ業務実施上の
注意」（対象事業所への接触の際に他業務の同時時実施の禁
止） 

ウ 委託先の実施方法の確認と改善勧告 △ 
経済産業省役務請負契約心得第5 条（監督） 
仕様書「4.督促」に「著しく目標の回収率を下回る場合には督促
方法の改善求めることがある」とあるのみ。 

 
1 このガイドラインは「改正 平成24年4月6日」付けのものである。また、このチェックリストはJMRA「ガイドライン推進小委員会」により、ガイドラ

インの「Ⅲ 報告者の信頼確保等の観点から講ずべき措置 ２ 統計調査の適正かつ確実な実施の確保」に即して作成したものである。 
2 「○、△、×」とコメントはJMRA「ガイドライン推進小委員会」調べ。 
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２．２ 「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」1に基づくチェック結果 
案件名：「平成26 年度景気ウォッチャー調査」   非公サ法案件・最低価格方式 

チェック項目 
遵守度

2

○△×
備考 

(1) 委託先の適切な選定 

  

ア 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）等の確認 ○ 
入札説明書 4.競争に参加する者に必要な資格に関する事
項に記載 

イ （保有が望ましい）資格・認証等 ○ 同上 

 （確認事項として）①実施体制 ○ 
実績等証明書に11 の地域において研究員を最低1 名配置
し、全体取りまとめを担う研究員を 1 名以上配置すること。

  （確認事項として）②知識・経験・能力 ○ 同上。主任研究員、研究員の役割の記載あり 

  （確認事項として）①セキュリテイ対策 ○ 
景気ウォッチャーの秘密に関する事項については「厳重に
管理」することとある。 

  過去の実績は問わないが、総合評価は有ってよい × 

過去 5,年間の実績として、類似の統計調査の受託実績を求
めている。類似の統計調査とは、定期的に公表し、選択肢
のみではなく自由回答を含んだ調査で、アンケート調査は
含まないと記載。さらに、過去 5 年間の計量・統計分析ソフ
トを用いて行う調査分析の受託実績を求めている。 

ウ 「価格のみ」以外の選定方式（総合評価等） - 最低価格落札方式 

(2) 確保されるべき品質の目標（客観的かつ定量的な指標） 

  

ア 回収率 ○ 100%と記載 

  記入率 ○ 別添3.2.(1)及び別添4.②再調査にて対応 

  非協力率 ○ 別添1 別添4.②に記載 

 内容・趣旨等の適切な説明 ○ 別添3 に記載 

イ （努力規定として）未達成の場合の措置 ○ 
回答率が低下しないよう景気ウォッチャーへの依頼文書送
付の記載あり 

(3) 適切な仕様書等の作成 

  

ア 共通事項 

① 調査依頼書等の作成方法 ○ 別添4②に記載 

② 督促業務の実施方法 ○ 別添3 に記載 

③ 報告者からの照会や質問への対応方法 ○ 別添4②の回答要領に記載 

④ 審査・確認業務の実施方法 ○ 別添3 に記載 

⑤ 業務の実施において確保されるべき統計の品質 ○ 仕様書Ⅱ(1)に記載 

⑥ 報告者とトラブルが生じた場合の対処方法 ○ 仕様書8 に記載 

⑦ 秘密保持に関する取組方法 ○ 別添5 個人情報取扱特記事項あり 

⑧ 委託先が保有する調査の実施状況に関する情報やリスク情報
（非協力者の多い地域や施設等）を含む事業完了報告書の作成及
び提出方法 

○ 
定量的分析の進捗状況および定性的分析の結果を報告書
として取りまとめるよう記載 

イ 調査員調査 

① 調査員数及び質の確保・管理方法 - 非該当 

② 調査員に対する調査方法等の説明、研修及び指導の実施方法 - 同上 

③ 調査員の安全対策 - 同上 

(4) 前回実施状況の開示 

 
ア 実施に要した人員（調査員、コールセンター要員）、使用施設・設備

等実施状況に関する情報 
△ 景気ウォッチャーのエリア別人数の記載あり 

(5) 各府省の管理 

  

ア 民間事業差への報告要求と監査、管理指標の設定 

① 郵送調査・オンライン調査（電子メールを使用した方法を含む。）方式及び調査員調査方式による統計調査の共通事項としては、次の事項
を中心に確認する。 

ⅰ）調査票の誤送付等の状況 ○ 別添3 別紙4 に正誤表あり 

ⅱ）調査項目別の未記入及び不備の状況 ○ 
別添 4②回答の手引きに未記入、不備にならない手続きの
記載あり 

ⅲ）調査開始時から調査期限までの一定の時点における回収状況 ○ 仕様書及び別添3に記載 
ⅳ）照会対応の状況及び効果（疑義再照会率等） ○ 同上

ⅴ）督促の実施状況及び効果（督促後回収率等） ○ 同上

ⅵ）収集したデータ（調査対象名簿、個別データ、集計データ等）の
管理状況 

○ 
同上 

② 調査員調査方式による統計調査については、上記①のほか、次の事項を中心に付加して確認する。 

ⅰ）調査員の確保及び受託事業者の業務管理体制 - 非該当 

ⅱ）調査員への指導状況 - 同上

ⅲ）報告者への訪問状況 - 同上

ⅳ）不在等の場合における再訪問の実施状況 - 同上

イ 委託先の調査票情報等の適切な管理及び宣伝・他の業務と同時実
施等の禁止の監査 

△ 
調査票情報等の管理は仕様書 8（5）に記載あり。但し他の
業務と同時実施の禁止の監査は記載なし 

ウ 委託先の実施方法の確認と改善勧告 ○ 仕様書8（1）（2）に記載 

1 このガイドラインは「改正 平成24年4月6日」付けのものである。また、このチェックリストは JMRA「ガイドライン推進小委員会」により、ガイドラ

インの「Ⅲ 報告者の信頼確保等の観点から講ずべき措置 ２ 統計調査の適正かつ確実な実施の確保」に即して作成したものである。 
2 「○、△、×」とコメントはJMRA「ガイドライン推進小委員会」調べ。  
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２．３ 統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」1に基づくチェック結果 
案件名：「生活衛生関係営業経営実態調査（厚生労働省）」 非公サ法／最低価格方式 

チェック項目 

遵守度
2
○△×

備考（平成26 年度） 平成
23 年度

平成
26 年度

(1) 委託先の適切な選定 

  

ア 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）等の確認 ○ ○  

イ （保有が望ましい）資格・認証等 ×(－) △ 
平成24 年のガイドライン改正で追加された項目
仕様書3（3）オ「身分証にＰマーク」と例示あり 

  （確認事項として）①実施体制 × × 記載なし 

  （確認事項として）②知識・経験・能力 × × 記載なし 

  （確認事項として）③セキュリテイ対策 × × 記載なし 

  過去の実績は問わないが、総合評価は有ってよい ○ ○ 過去の実績を問わない 

ウ 「価格のみ」以外の選定方式（総合評価等） - - 非該当 

(2) 確保されるべき品質の目標（客観的かつ定量的な指標） 

  

ア 回収率 ○ ○ 仕様書3（3）キに記載あり 

  記入率 × × 記載なし 

   非協力率 × × 記載なし 

   内容・趣旨等の適切な説明 ×(－) × 
平成24 年のガイドライン改正で追加された項目
記載なし 

イ （努力規定として）未達成の場合の措置 × × 記載なし 

(3） 適切な仕様書等の作成 

  

ア 共通事項 

① 調査依頼書等の作成方法 △ ○ 仕様書3（2）イ①、3（3）イに記載あり 

② 督促業務の実施方法 × ○ 仕様書3（3）キに記載あり 

③ 報告者からの照会や質問への対応方法 △ ○ 仕様書3（4）に記載あり 

④ 審査・確認業務の実施方法 × ○ 仕様書3（5）に記載あり 

⑤ 業務の実施において確保されるべき統計の品質 △ ○ 仕様書3（3）キ、3（5）ウ等に記載あり 

⑥ 報告者とトラブルが生じた場合の対処方法 × ○ 仕様書3（2）ウエ、3（3）オ、3（4）に記載あり 

⑦ 秘密保持に関する取組方法 △ △ 仕様書9（7）にあるが、具体性に欠ける 

⑧ 委託先が保有する調査の実施状況に関する情報やリスク情報（非協
力者の多い地域や施設等）を含む事業完了報告書の作成及び提出
方法 

△ ○ 
仕様書 3（4）エ、5 成果物、別紙 2 業務完了報告
書様式あり 

イ 調査員調査 

① 調査員数及び質の確保・管理方法 × ○ 仕様書3（2）エに記載あり 

② 調査員に対する調査方法等の説明、研修及び指導の実施方法 × ○ 仕様書3（2）エ、3（3）オに記載あり 

③ 調査員の安全対策 × × 記載なし 

(4) 前回実施状況の開示 

 
ア 実施に要した人員（調査員、コールセンター要員）、使用施設・設備等

実施状況に関する情報 
×(×) × 

平成24 年のガイドラインで改正された項目 
記載なし 

(5) 各府省の管理 

  

ア 民間事業者への報告要求と監査、管理指標の設定 

① 郵送調査・オンライン調査（電子メールを使用した方法を含む。）方式及び調査員調査方式による統計調査の共通事項としては、次の事項
を中心に確認する。 

ⅰ）調査票の誤送付等の状況 × × 記載なし 

ⅱ）調査項目別の未記入及び不備の状況 × ○ 仕様書3（5）ウオに記載あり 

ⅲ）調査開始時から調査期限までの一定の時点における回収状況 × ○ 仕様書3（3）キに記載あり 

ⅳ）照会対応の状況及び効果（疑義再照会率等） × △ 仕様書3（5）ウ、効果について記載なし 

ⅴ）督促の実施状況及び効果（督促後回収率等） × ○ 仕様書3（3）キに記載あり 

ⅵ）収集したデータ（調査対象名簿、個別データ、集計データ等）の管
理状況 

× △ 仕様書9（7）、具体性に欠ける 

② 調査員調査方式による統計調査については、上記①のほか、次の事項を中心に付加して確認する。 

ⅰ）調査員の確保及び受託事業者の業務管理体制 × △ 仕様書3（2）エ、業務管理体制等記載不十分 

ⅱ）調査員への指導状況 × △ 仕様書3（2）エ、管理及び指導状況は不十分 

ⅲ）報告者への訪問状況 × ○ 仕様書3（3）キに記載あり 

ⅳ）不在等の場合における再訪問の実施状況 × △ 仕様書3（3）キ、訪問状況の報告は不十分 

イ 委託先の調査票情報等の適切な管理及び宣伝・他の業務と同時実
施等の禁止の監査 

× × 記載なし 

ウ 委託先の実施方法の確認と改善勧告 ○ ○ 仕様書3（1）、9（2）（6）に記載あり 

1 このガイドラインは「改正 平成24 年4 月6 日」付けのものである。また、このチェックリストは JMRA「ガイドライン推進小委員会」により、ガイドラインの「Ⅲ 報告者の

信頼確保等の観点から講ずべき措置 ２ 統計調査の適正かつ確実な実施の確保」に即して作成したものである。 
2 「○、△、×」とコメントは JMRA「ガイドライン推進小委員会」調べ。 

(62)



 

 

２．４ 「統計調査における民間事業者の活用に係るガイドライン」1に基づくチェック結果 
案件名：「2015 年6 月11 月全国個人視聴率調査」   非公サ法案件・指名競争入札方式 

チェック項目 
遵守度 2

○△×
備考 

(1) 委託先の適切な選定 

  

ア 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）等の確認 × 記載なし 

イ （保有が望ましい）資格・認証等 × 記載なし 

  （確認事項として）①実施体制 ○ 技術審査時の提出が必須になっている 

  （確認事項として）②知識・経験・能力 × 記載なし 

  （確認事項として）③セキュリテイ対策 × 記載なし 

  過去の実績は問わないが、総合評価は有ってよい × 記載なし 

ウ 「価格のみ」以外の選定方式（総合評価等） △ 技術審査にて合否判定のみで価格のみ 

(2) 確保されるべき品質の目標（客観的かつ定量的な指標） 

  

ア 回収率 〇 期待有効率70％の記載有 

  記入率 × 記載なし 

  非協力率（標本調査における非協力率（調査への非協力率を理由
とする代替件数の取集件数に対する割合）等） 

× 記載なし 

  内容・趣旨等の適切な説明 〇 
仕様書に調査概要が記載されており、調査目的や法的根
拠、調査結果の利用法などがわかる 

イ （努力規定として）未達成の場合の措置 × 記載なし 

(3) 適切な仕様書等の作成 

  

ア 共通事項 

① 調査依頼書等の作成方法 〇 
先方より原稿支給 
詳細な印刷物、謝礼品についての記載有 

② 督促業務の実施方法 〇 
当日複数回訪問、面談不可の場合、配布時は留め置き、前
半配収日は後半回収日にまとめの指示あり、指定日以外
の回収は原則なし、との記載あり 

③ 報告者からの照会や質問への対応方法 〇 点検業務マニュアルに問い合わせ方法について記載有り。

④ 審査・確認業務の実施方法 〇 仕様書に記載あり、点検業務マニュアルとして詳細添付 

⑤ 業務の実施において確保されるべき統計の品質 × 記載なし（期待有効率 70％のみ） 

⑥ 報告者とトラブルが生じた場合の対処方法 × 記載なし 

⑦ 秘密保持に関する取組方法 △ 
調査員説明において細心の注意をはらうような指示をする
ことのみ記載あり、受託者が負うべき取り組みの記載なし。

⑧  委託先が保有する調査の実施状況に関する情報やリスク情報
（非協力者の多い地域や施設等）を含む事業完了報告書の作成及
び提出方法 

△ 

対象者名簿と同時に配布回収時の訪問時間をすべて記録
するようになっており、対象者に会える可能性の高い時間
のグラフとして次回以降の調査員マニュアルに記載してい
る。業務完了報告書の納品はない。 

ｲ 調査員調査 

① 調査員数及び質の確保・管理方法 〇 
技術審査で提出が必須 
調査員人数や管理方法については提案書に記載がないと
不合格となる。 

② 調査員に対する調査方法等の説明、研修及び指導の実施方法 〇 
仕様書で開催日程、内容、調査員参加必須の指定有り 
調査員マニュアルは支給される。 

③ 調査員の安全対策 × 記載なし 

(4) 前回実施状況の開示 

 
ア 実施に要した人員(調査員、コールセンター要員)、使用施設・設備

等実施状況に関する情報 
△ 

調査員の人数のみ指定あり、 
民間委託は初めて質問で対応 

(5) 各府省の管理 

  ア 民間事業者への報告要求と監査、管理指標の設定 

 

① 郵送調査・オンライン調査（電子メールを使用した方法を含む。）方式及び調査員調査方式による統計調査の共通事項としては、次の事項
を中心に確認する。 

ⅰ）調査票の誤送付等の状況 〇 
視聴率調査相手一覧表で不達の数、理由の記録、後日集
計の記載あり、（集計仕様は別途協議） 

ⅱ）調査項目別の未記入及び不備の状況 × 
エスカレーション対応のみ記載、件数等についての報告に
ついては記載なし 

ⅲ）調査開始時から調査期限までの一定の時点における回収状況 〇 
各活動日翌日に報告の記載あり、管理指標としては期待有
効率70％の記載あり 

ⅳ）照会対応の状況及び効果（疑義再照会率等） × 照会対応状況の数値情報はない 

ⅴ）督促の実施状況及び効果（督促後回収率等） － 督促はなしなので対象外 

ⅵ）収集したデータ（調査対象名簿、個別データ、集計データ等）の
管理状況 

△ 個人情報に関する資料紛失の際の報告義務のみ記載 

 
1 このガイドラインは「改正 平成24年4月6日」付けのものである。また、このチェックリストはJMRA「ガイドライン推進小委員会」により、ガイドラ

インの「Ⅲ 報告者の信頼確保等の観点から講ずべき措置 ２ 統計調査の適正かつ確実な実施の確保」に即して作成したものである。 
2 「○、△、×」とコメントはJMRA「ガイドライン推進小委員会」調べ。 
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チェック項目 
遵守度 2

○△×
備考 

 

② 調査員調査方式による統計調査については、上記①のほか、次の事項を中心に付加して確認する。 

ⅰ）調査員の確保及び受託事業者の業務管理体制 〇 
調査員の確保、管理については技術審査項目での必須項
目 

ⅱ）調査員への指導状況 △ 
教育内容については技術審査で確認、説明会へは全員参
加が必須とされているが、その報告管理については記載な
し 

ⅲ）報告者への訪問状況 × 
対象者名簿と合わせて、訪問日時記録票があり、記載はあ
るが、調査員の報告のみ、インスペクションに関する記載
はない。 

ⅳ）不在等の場合における再訪問の実施状況 〇 

活動日内での複数回訪問可能なことが技術審査項目に含
まれる対象者名簿と合わせて、訪問日時記録票があり、記
載が必要。納品物でもある。未回収の場合の対応も調査員
マニュアルに記載がある。 

イ 委託先の調査票情報等の適切な管理及び宣伝・他の業務と同時実
施等の禁止の監査 

× 監査方法の記載なし 

ウ 委託先の実施方法の確認と改善勧告 × 実施方法、改善勧告等の記載なし 

 
1 このガイドラインは「改正 平成24年4月6日」付けのものである。また、このチェックリストはJMRA「ガイドライン推進小委員会」により、ガイドラ

インの「Ⅲ 報告者の信頼確保等の観点から講ずべき措置 ２ 統計調査の適正かつ確実な実施の確保」に即して作成したものである。 
2 「○、△、×」とコメントはJMRA「ガイドライン推進小委員会」調べ。 
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〈資料編〉 

 

 

資料３： 「統計におけるオンライン調査システムの概要」 

（総務省統計局） 
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〈資料編〉 

 

 

資料４： 「平成 27 年国勢調査の概要 

－5 つのポイントと 12 の新たな取り組み－」 

（総務省統計局） 
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〈資料編〉 

 

 

資料５：「内閣府政府広報室の世論調査について」 

（内閣府） 
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